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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側から視認される表示部（34,36）を備えた表示手段（24）と、
　前記表示手段の前側に設けられ、半透過性を備えた反射手段（28）と、
　前記反射手段側に向けて画像を表示する画像出力装置（26）と、
　前記表示部を明輝させる発光手段（38,40,42,44）と、
　前記発光手段の発光態様を制御する制御手段（30）とを備え、
　前記反射手段は、前記画像出力装置で表示された画像を前記表示手段側へ反射して、前
記表示手段よりも前側に虚像を表示させ、
　前記制御手段は、前記表示部において前記虚像が前後方向に重なる部分が、前記表示部
において前記虚像が前後方向に重ならない部分に比べて暗くなるよう前記発光手段を制御
することを特徴とする車両用表示装置。
【請求項２】
　前側から視認される表示部（34,36）を備えた表示手段（24）と、
　前記表示手段の前側に設けられ、半透過性を備えた反射手段（28）と、
　前記反射手段側に向けて画像を表示する画像出力装置（26）とを備え、
　前記反射手段は、前記画像出力装置で表示された画像を前記表示手段側へ反射して、前
記表示手段よりも前側に虚像を表示させ、
　前記画像出力装置は、立体画像を表示する立体表示装置である車両用表示装置。
【請求項３】
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　前側から視認される表示部（34,36）を備えた表示手段（24）と、
　前記表示手段の前側に設けられ、半透過性を備えた反射手段（28）と、
　前記反射手段側に向けて画像を表示する画像出力装置（26）と、
　前記表示部を明輝させる発光手段（38,40,42,44）と、
　前記発光手段の発光態様を制御する制御手段（30）とを備え、
　前記反射手段は、前記画像出力装置で表示された画像を前記表示手段側へ反射して、前
記表示手段よりも前側に虚像を表示させ、
　前記制御手段は、前記表示部において前記虚像が前後方向に重なる部分が、前記表示部
において前記虚像が前後方向に重ならない部分に比べて暗くなるよう前記発光手段を制御
し、
　前記画像出力装置は、立体画像を表示する立体表示装置である車両用表示装置。
【請求項４】
　前記画像出力装置は、表示位置が異なる複数の画層に画像を階層表示させ、
　前記反射手段で反射された各画層の虚像が前後方向に異なる位置に表示される請求項２
又は３記載の車両用表示装置。
【請求項５】
　前記画像出力装置は、各画層に異なる内容の画像を表示させる請求項４記載の車両用表
示装置。
【請求項６】
　前記画像出力装置は、前記反射手段で反射された際に最も前方に位置する画層に警告に
関する画像を表示させる請求項５記載の車両用表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前側から視認される表示部が設けられた表示手段を備えた車両用表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の運転室には、走行速度やエンジンの回転数等の計器類を備えた車両用表示装置
が設けられている。近年では、これらの計器類に加え、走行に関する各種情報が車両用表
示装置に表示されるようになっている。例えば、地図等のナビゲーション情報を車両用表
示装置に表示させたり、走行時の危険情報などを表示してドライバーに警告したりするも
のが提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１２１７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、従来の車両用表示装置では、計器類と同じ画面上に他の情報を表示させるた
め、情報の重要度が識別し難くなっている。このため、ユーザーがどの情報を把握すべき
か即座に認識するのは困難となることがあった。特に、車両用表示装置で表示される情報
が多くなるにつれて、表示される情報の優先度が直感的に把握できることが求められる。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、表
示部の前側に虚像を重畳的に表示させることで、ユーザーが情報を直感的に認識し得るよ
うにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　第１の発明では、
　前側から視認される表示部を備えた表示手段と、
　前記表示手段の前側に設けられ、半透過性を備えた反射手段と、
　前記反射手段側に向けて画像を表示する画像出力装置とを備え、
　前記反射手段は、前記画像出力装置で表示された画像を前記表示手段側へ反射して、前
記表示手段よりも前側に虚像を表示させることを特徴とする。
【０００７】
　第１の発明によれば、表示手段の表示部の前側に、反射手段で反射された画像出力装置
の虚像が重畳的に表示されるから、多くの情報を表示させることができる。そして、表示
部に対して虚像が前側に飛び出すように表示されるので、ユーザーが当該情報を優先的に
認識することとなる。このため、画像出力装置の画像に重要な情報を表示させれば、ユー
ザーは、当該情報を優先的に認識することができる。すなわち、ユーザーは、多くの情報
の中から重要度の高い情報を直感的に認識することができる。
【０００８】
　また、反射手段で反射した虚像が表示部の前側で表示されることで、複数の画像が立体
的かつ重畳的に表示されるので、演出効果を高めることができる。
【０００９】
　第２の発明では、
　前記表示部を明輝させる発光手段と、
　前記発光手段の発光態様を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記表示部において前記虚像が前後方向に重なる部分が、前記表示部
において前記虚像が前後方向に重ならない部分に比べて暗くなるよう前記発光手段を制御
することを特徴とする。
【００１０】
　第２の発明によれば、表示部において虚像が前後方向に重なる部分を重ならない部分に
比べて暗くなるよう発光手段の発光が制御される。従って、表示部と虚像を重畳的に表示
させても、虚像の内容をはっきりと表示させることができる。従って、ユーザーは、虚像
で表示される情報を確実に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態に係る車両用表示装置の要部を示す断面図。
【図２】実施形態に係る車両表示装置の制御構成を示すブロック図。
【図３】コンビネーションメータをユーザー側から見た正面図。
【図４】コンビネーションメータの前側に虚像が階層表示された状態を示す概念図。
【図５】各表示モードでの表示態様を示す正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、実施形態に係る車両用表示装置１０について、以下説明をする。本実施形態では
、エンジンおよびモータ（何れも図示せず）の駆動力を併用するハイブリッド自動車（以
下、単に自動車と称する）に車両用表示装置１０を適用した場合で例示する。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る車両用表示装置１０を概略的に示す断面図である。自動車の
乗員室１２に設けられたインストルメントパネル１４には、運転席に対向する位置に収納
室１６が形成されている。この収納室１６は、乗員室１２側へ向けて開放する箱状に形成
されている。この収納室１６の内部には、車両用表示装置１０の主要部が設置されている
。収納室１６の上面１６ａには、下方へ開放する設置凹部１８が形成されている。
【００１４】
　収納室１６の開口部は、断面円弧状の透過部材２０により閉塞されている。ユーザーは
、車両用表示装置１０で表示された情報を透過部材２０を介して視認し得るようになって
いる。なお、インストルメントパネル１４には、後述する表示モードを切り替える際に操
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作される操作部２２が設けられている（図２参照）。この操作部２２は、例えばタッチパ
ネル等の操作パネルや、操作レバー、ダイアル等から構成される。
【００１５】
　車両用表示装置１０は、アナログ式のコンビネーションメータ２４（表示手段）と、画
像出力装置２６と、ハーフミラー２８（反射手段）とを基本構成としている。また、図２
に示すように、車両用表示装置１０は、表示態様を統括的に制御する表示制御部３０（制
御手段）を備えている。
【００１６】
　コンビネーションメータ２４は、収納室１６において乗員室１２を向く対向面１６ｂに
取り付けられ、乗員室１２側を水平に向くよう配置されている。なお、以下の説明では、
コンビネーションメータ２４が向く方向を前方（図１では左方）、その反対方向を後方と
称する。すなわち、コンビネーションメータ２４は、ユーザー（ドライバー）に前側から
視認される。
【００１７】
　図３に示すように、コンビネーションメータ２４は、板状の本体パネル３２と、該本体
パネル３２の前面（以下、盤面という）に設けられた複数のタコメータ３４，３６（表示
部）とを備えている。本体パネル３２は、一方向（ユーザー側から見て左右方向）に長尺
に形成されている。前記タコメータ３４，３６は、本体パネル３２の長手方向に離間して
２つ設けられている。
【００１８】
　一方のタコメータ（以下、第１メータ３４という）は、盤面に表示された走行速度と指
針Ｘとからなるスピードメータである。他方のタコメータ（第２メータ３６という）は、
バッテリーメータ（図３の上側）および燃料メータ（図３の下側）から構成される。バッ
テリーメータは、盤面に表示されたバッテリーの充電残量と指針Ｘとから構成される。燃
料メータは、盤面に表示された燃料（ガソリン）の残量と指針Ｘとから構成されている。
【００１９】
　コンビネーションメータ２４は、図２，図３に示すように、第１メータ３４および第２
メータ３６を明輝させる第１～第４発光体３８，４０，４２，４４（発光手段）を備えて
いる。第１～第４発光体３８，４０，４２，４４は、例えばＬＥＤからなる発光素子で構
成される。これら第１～第４発光体３８，４０，４２，４４は、本体パネル３２における
盤面の後側に設けられる。そして、第１～第４発光体３８，４０，４２，４４は、第１メ
ータ３４および第２メータ３６に後側から光を照射して、両メータ３４，３６を明輝させ
る。
【００２０】
　図３に示すように、第１発光体３８は、第１メータ３４における走行速度が表示された
部分に対応して円弧状に設けられている。第２発光体４０は、第１メータ３４における走
行速度が表示されていない部分に対応して円弧状に設けられている。
【００２１】
　第３発光体４２は、第２メータ３６においてバッテリーメータおよび燃料メータが表示
された部分に対応して円弧状に設けられている。第４発光体４４は、第２メータ３６にお
いてバッテリーメータおよび燃料メータが表示されていない部分に対応して設けられてい
る。
【００２２】
　前記画像出力装置２６は、収納室１６の設置凹部１８内に取り付けられている。画像出
力装置２６は、設置凹部１８の内部に収容されており、ユーザー側から画像出力装置２６
は視認不能となっている。画像出力装置２６の表示面は、鉛直下方へ向くよう配置されて
いる。すなわち、コンビネーションメータ２４が向く方向と、画像出力装置２６が向く方
向とは、直交する関係にある。
【００２３】
　画像出力装置２６は、立体画像を表示可能な立体表示装置で構成される。また画像出力
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装置２６は、表示位置の異なる複数の画層に各種情報を表示させる階層表示を行なうこと
ができる。本実施形態では、３種類の画層（第１画層Ａ、第２画層Ｂ、第３画層Ｃ）が設
定されており、各画層Ａ～Ｃに内容の異なる画像が表示される。画像出力装置２６は、後
述する表示モードに応じて、立体画像を表示（立体表示）したり、二次元の画像を階層的
に表示したりする。なお、各画層（第１画層Ａ、第２画層Ｂ、第３画層Ｃ）は、画像出力
装置２６に概念的に導入されたものであり、これらの画層Ａ～Ｃをユーザーが視認し得る
ものではない。ユーザーは、画像出力装置２６で表示された各画層Ａ～Ｃの画像（後述す
る虚像）を視認することになる。
【００２４】
　前記ハーフミラー２８は、前記コンビネーションメータ２４の前側であって、かつ画像
出力装置２６の下側に位置するよう配置されている。ハーフミラー２８は、収納室１６の
開口部からコンビネーションメータ２４に向かうにつれて上方傾斜した姿勢で配置されて
いる。ハーフミラー２８の傾斜角は、水平面に対し約４５°に設定されている。
【００２５】
　ハーフミラー２８は、入射する光の一部を反射すると共に、入射する光の一部を透過さ
せる半透過性を有している。従って、ユーザーは、ハーフミラー２８を介してコンビネー
ションメータ２４の第１メータ３４および第２メータ３６を視認することができる。また
、ハーフミラー２８は、画像出力装置２６で表示された画像をコンビネーションメータ２
４側に反射させる。ハーフミラー２８で反射された画像出力装置２６の画像は、虚像とな
ってコンビネーションメータ２４の前側に表示される。ユーザーは、ハーフミラー２８を
介して虚像を視認することができる。
【００２６】
　ここで、ハーフミラー２８による虚像が表示される範囲は、図３に示すように、第１メ
ータ３４および第２メータ３６の間であって、両メータ３４，３６の一部に重なる位置に
表示される（図３の二点鎖線参照）。そして、ハーフミラー２８の虚像が第１メータ３４
および第２メータ３６に重なる位置は、第２発光体４０および第４発光体４４が設けられ
た部位に対応している。すなわち、第２発光体４０および第４発光体４４は、第１メータ
３４および第２メータ３６において虚像が重なる部位に対応するように設けられている。
【００２７】
　図４に示すように、画像出力装置２６が階層表示する際には、各画層Ａ～Ｃの画像がハ
ーフミラー２８で反射されて、各画層Ａ～Ｃの虚像が前後方向に異なる位置に表示される
。図１に示すように、第１画層Ａの虚像がコンビネーションメータ２４の盤面上（前後方
向において同じ位置）に表示される。第２画層Ｂの虚像は、第１画層Ａに対して前側に所
定距離だけ離間した位置に表示される。第３画層Ｃの虚像は、第２画層Ｂに対して前側に
所定距離だけ離間した位置に表示される。
【００２８】
　すなわち、虚像がコンビネーションメータ２４から前側に飛び出す量は、第１画層Ａ、
第２画層Ｂ、第３画層Ｃの順で大きくなる。従って、第３画層Ｃの虚像がユーザーに最も
近い位置で表示されることになる。なお、第１画層Ａおよび第２画層Ｂの離間距離と、第
２画層Ｂおよび第３画層Ｃの離間距離とは、略同一に設定される（図１参照）。
【００２９】
　一方、画像出力装置２６が立体画像を表示した際には、当該立体画像がハーフミラー２
８によって反射され、コンビネーションメータ２４の前側に立体的な虚像が表示される。
【００３０】
　〔制御構成について〕
　次に、車両用表示装置１０の制御構成について、図２のブロック図を主に参照して説明
する。表示制御部３０は、画像出力装置２６に対する画像制御および第１～第４発光体３
８，４０，４２，４４に対する発光制御を行うようになっている。表示制御部３０は、図
示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えた電子制御ユニットから構成されている。
【００３１】
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　〔画像制御について〕
　表示制御部３０には、自動車の運転状態等の各種情報が入力され、当該情報に基づいて
、画像出力装置２６に表示させる表示内容および表示態様を制御する。具体的には、表示
制御部３０には、自動車の運転状態を示す運転情報、ナビゲーションに関するナビゲーシ
ョン情報、自動車の周囲に関する情報である車両周辺情報、およびユーザーからの選択情
報が入力される。そして、こられの情報に基づいて、表示制御部３０は、画像出力装置２
６に表示させる内容および第１～第４発光体３８，４０，４２，４４の発光態様を決定す
る。
【００３２】
　運転情報としては、現在のエンジンの回転数や自動車の走行速度、シフトポジション等
、自動車の基本的な運転状態を示す情報が含まれる。また、自動車の燃料残量やバッテリ
ー残量、エアコン等で現在使用している電力の総量（使用電力量）が運転情報として表示
制御部３０に入力される。更に、運転情報には、現在のエンジンの回転数や走行速度等か
ら算出される燃料消費率（燃費情報）が含まれる。
【００３３】
　ナビゲーション情報としては、自動車に搭載されたハードディスクやＤＶＤ－ＲＯＭ等
の記憶媒体に記憶された地図情報、現在地から目的地までの道程を案内するガイド情報が
含まれる。また、ナビゲーション情報には、道路の制限速度や一方通行等の道路情報が含
まれる。
【００３４】
　車両周辺情報としては、自動車に搭載された監視カメラ（図示せず）で撮影された自動
車周辺（例えば走行方向の前方）の撮影画像が含まれる。また、車両周辺情報には、自動
車の３６０度全方向に対する障害物（例えば他の自動車や歩行者等）を検知する検知セン
サ（図示せず）の検知信号が含まれる。この検知センサは、障害物との距離を検知するこ
とができ、障害物が他の自動車である場合には、車間距離を検知することができる。
【００３５】
　選択情報は、ユーザーが操作部２２を操作することで選択された表示モードを示す情報
である。本実施形態では、表示モードとして、通常の走行状態を示すノーマルモード、エ
ンジンの加速状態を示すスポーツモード、燃費効率を示すエコモード、および安全運転を
喚起する注意喚起モードの４種類が設定されている。そして、ユーザーは、操作部２２を
操作することで、４つの表示モードのうちから１つを選択し得るようになっている。
【００３６】
　〔発光制御について〕
　次に、表示制御部３０による発光体の発光制御について説明する。表示制御部３０は、
画像出力装置２６に画像を表示させない場合、第１～第４発光体３８，４０，４２，４４
を全て点灯させる。すなわち、図３に示すように、画像出力装置２６の虚像が表示されな
い場合、全ての発光体３８，４０，４２，４４を点灯して、第１メータ３４および第２メ
ータ３６の全体を明輝させる。これにより、ユーザーは、第１メータ３４および第２メー
タ３６の全体を視認することができる。
【００３７】
　一方、画像出力装置２６に画像を表示させる場合、表示制御部３０は、第１メータ３４
および第２メータ３６において画像出力装置２６の虚像が重なる部位が、第１メータ３４
および第２メータ３６において画像出力装置２６の虚像が重ならない部位よりも暗くなる
よう第１～第４発光体３８，４０，４２，４４を制御する。
【００３８】
　具体的には、第２発光体４０および第４発光体４４を消灯することで、第１メータ３４
および第２メータ３６の虚像が重なる部分を相対的に暗くするようになっている。これに
より、第１メータ３４および第２メータ３６において画像出力装置２６の虚像が重なる部
分をユーザー側から見え難くしている。
【００３９】
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　〔各表示モードの表示態様について〕
　次に、各表示モードでの具体的な表示態様について説明する。表示制御部３０には、選
択された表示モードに応じて画像出力装置２６に表示させる内容が予め定められている。
そして、表示モードが選択されると、当該モードに応じた内容を画像出力装置２６に表示
させる。
【００４０】
　図５は、各表示モードでの具体的な表示態様を示している。ノーマルモードでは、ナビ
ゲーション情報および運転情報に基づく画像が表示されるようになっている。ナビゲーシ
ョン情報としては、地図情報４６、ガイド情報４８（矢印、ルート、現在地）が表示され
る。また、運転情報として、シフトポジション５０および燃費情報５２が表示される。
【００４１】
　表示制御部３０は、第１画層Ａに地図情報４６を設定し、第２画層Ｂにガイド情報４８
を設定する。従って、地図情報４６の虚像は、第１メータ３４および第２メータ３６と前
後方向に同じ位置に表示される。また、地図情報４６の虚像は、第１メータ３４および第
２メータ３６の間に表示されるようになっている。ガイド情報４８の虚像は、地図情報４
６に前後方向に重なる位置において、当該地図情報４６よりも前側（ユーザーに近い側）
に飛び出すように表示される。
【００４２】
　燃費情報５２およびシフトポジション５０については、第２画層Ｂに表示されるように
なっている。燃費情報５２の虚像は、第１メータ３４において第２発光体４０が設けられ
た部分（相対的に暗くなった部分）に対応して表示される。シフトポジション５０の虚像
は、第２メータ３６において第４発光体４４が設けられた部分（相対的に暗くなった部分
）に対応して表示される。すなわち、燃費情報５２およびシフトポジション５０の虚像は
、ガイド情報４８と前後方向に同じ位置であって、地図情報４６に干渉しない（前後方向
に重ならない）位置に表示される。
【００４３】
　このように、ノーマルモードでは、ユーザーにとって比較的関心が低い（重要度の低い
）地図情報４６の虚像が後側に表示され、ガイド情報４８や燃費情報５２等、ユーザーに
とって比較的関心が高い情報の虚像が前側に表示される。
【００４４】
　スポーツモードでは、運転情報であるエンジンの回転数を示すタコメータ画像５４およ
びシフトポジション５０が表示される。ここでスポーツモードでは、表示制御部３０は、
画像出力装置２６に立体表示をさせて、タコメータ画像５４およびシフトポジション５０
を立体的に表示させる。本実施形態では、タコメータ画像５４およびシフトポジション５
０の虚像が後側から前側に向かうにつれて（ユーザーに近づくにつれて）下方傾斜するよ
うに立体表示される。
【００４５】
　エコモードでは、運転情報である燃費情報５２および燃費の良い運転状態を示す緑色の
マーク（以下、エコマーク５６という）が表示される。燃費が良いとは、例えば燃料の単
位容量あたりの走行距離が２０ｋｍ／ｌよりも大きい場合をいう。そして、燃費が良い場
合に、表示制御部３０は、画像出力装置２６にエコマーク５６を表示させる。
【００４６】
　エコモードでは、表示制御部３０は、燃費情報５２を第１画層Ａに表示させる。燃費情
報５２の虚像は、第１メータ３４において第２発光体４０が設けられた部分（相対的に暗
くなった部分）に対応して表示される。また、表示制御部３０は、エコマーク５６を第２
画層Ｂに表示させる。エコマーク５６の虚像は、第１メータ３４および第２メータ３６の
間に表示されるようになっている。そして、エコマーク５６の虚像は、第１メータ３４お
よび第２メータ３６の間において両メータ３４，３６よりも前側に飛び出すように表示さ
れる。ここで、エコマーク５６は、第２画層Ｂに設定されているため、エコマーク５６の
虚像は、燃費情報５２の虚像よりも前側に表示される。すなわち、エコモードにおいてユ
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ーザーが関心のある（重要度の大きい）エコマーク５６の虚像は、最も前側に表示される
ことになる。
【００４７】
　一方、エコモードにおいて、燃費が悪い場合（例えば燃料の単位容量あたりの走行距離
が２０ｋｍ／ｌ以下の場合）、表示制御部３０は、エコマーク５６を画像出力装置２６に
表示させないようになっている。すなわち、ドライバーは、エコマーク５６の虚像を視認
することで燃費のよい省エネ運転が実行できていることを実感する。表示制御部３０は、
エコマーク５６を表示しない場合、第４発光体４４を点灯させるようになっている。すな
わち、エコマーク５６が表示されない場合、第２メータ３６の全体が明輝される。
【００４８】
　注意喚起モードでは、車両周辺情報およびナビゲーション情報が表示される。具体的に
は、表示制御部３０は、監視カメラが撮影した走行方向前方の撮影画像５８、検知センサ
が検知した他の自動車を指示する指示画像６０、ガイド情報４８（ここでは矢印４８）お
よび道路情報６２（ここでは制限速度画像６２）を画像出力装置２６に表示させる。
【００４９】
　表示制御部３０は、撮影画像５８を第１画層Ａに表示させ、指示画像６０、ガイド情報
４８および道路情報６２を第２画層Ｂに表示させるようになっている。撮影画像５８の虚
像は、第１メータ３４および第２メータ３６の間に位置するよう表示される。指示画像６
０、ガイド情報４８および道路情報６２の虚像は、撮影画像５８の虚像に前後方向に重な
るように表示される。すなわち、安全に関わる指示画像６０や制限速度画像６２は、ユー
ザーにとって重要度が高く、これらの画像の虚像が撮影画像５８の虚像よりも前側に表示
されるようになっている。なお、指示画像６０は、撮影画像５８に表示された他の自動車
に追従して移動する。
【００５０】
　ここで、注意喚起モードにおいて、ユーザー（ドライバー）に注意喚起を促す必要があ
る場合、表示制御部３０は、表示させる画層を自動的に切り替えるよう設定されている。
本実施形態では、注意喚起を促す必要がある場合として、他の自動車との車間距離が所定
値よりも短くなった場合、および現在の走行速度が制限速度を超過した場合が設定されて
いる。前記所定値は、走行速度等に応じて変更され得るものであり、例えば走行速度８０
ｋｍ／ｈの場合で車間距離の所定位置は６０ｍに設定される。
【００５１】
　表示制御部３０は、他の自動車との車間距離が所定値よりも短くなった場合に、指示画
像６０を表示する画層を第２画層Ｂから第３画層Ｃに切り替えるようになっている。すな
わち、他の自動車との車間距離が短くなると、指示画像６０の虚像がより前側に表示され
て、ユーザー（ドライバー）に注意喚起を促す。
【００５２】
　また、走行速度が制限速度を超過した場合、表示制御部３０は、道路情報６２を表示さ
せる画層を第２画層Ｂから第３画層Ｃに切り替える。すなわち、制限速度画像６２をより
前側で表示させることで、走行速度が制限速度を超過したのをユーザー（ドライバー）に
警告する。
【００５３】
　上記のように構成された実施形態に係る車両用表示装置１０の作用および効果について
説明する。
【００５４】
　例えば、ユーザーが操作部２２を操作して、ノーマルモードを選択したとする。操作部
２２から選択情報が表示制御部３０に入力されると、表示制御部３０は、第２発光体４０
および第４発光体４４を消灯させる。これと同時に、表示制御部３０は、ノーマルモード
に対応した内容の画像を画像出力装置２６に階層表示させる。
【００５５】
　画像出力装置２６は、第１画層Ａに地図情報４６を表示させると共に、第２画層Ｂにガ
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イド情報４８、燃費情報５２およびシフトポジション５０を表示させる。画像出力装置２
６で表示された画像は、ハーフミラー２８でコンビネーションメータ２４側に反射される
。そして、図５に示すように、コンビネーションメータ２４の前側に画像出力装置２６の
画像が虚像となって表示される。
【００５６】
　すなわち、第１画層Ａの地図情報４６の虚像は、第１メータ３４および第２メータ３６
と前後方向に同じ位置に表示される。また、第２画層Ｂのガイド情報４８、燃費情報５２
およびシフトポジション５０の虚像は、それぞれ第１メータ３４および第２メータ３６よ
りも前側に飛び出すように表示される。このように、地図情報４６に対して、ユーザーに
とって重要度の高いガイド情報４８や運転情報５０，５２等の情報が飛び出したように表
示される。従って、ユーザーは、車両用表示装置１０で表示された多くの情報の中から、
重要な情報を直感的に認識することができる。
【００５７】
　しかも、ガイド情報４８が地図情報４６の前側に表示されるので、地図情報４６と前後
方向に同じ位置に表示させた場合に比べ、ガイド情報４８の虚像が明確に表示される。従
って、ユーザーは、ガイド情報４８を確実に認識して、ナビゲーションの指示に的確に従
うことができる。
【００５８】
　このように、ノーマルモードでは、アナログ式の第１メータ３４や第２メータ３６に対
し、虚像としての地図情報４６やガイド情報４８等が重畳的かつ立体的に表示されるので
、演出効果の高い表示を提供し得る。
【００５９】
　ここで、第２発光体４０および第４発光体４４は消灯されているから、第１メータ３４
および第２メータ３６において、前後方向に虚像が重なる部分は相対的に暗くなっている
。従って、第１メータ３４および第２メータ３６において虚像が重なる部分は、ユーザー
から見え難くなる。そのため、ユーザーは、第１メータ３４に重なる燃費情報５２や、第
２メータ３６に重なるシフトポジション５０の虚像をはっきりと視認することができる。
【００６０】
　次に、ユーザーが操作部２２を操作して、スポーツモードを選択したとする。表示制御
部３０は、スポーツモードの選択情報が入力されると、画像出力装置２６を制御して、表
示内容を変更する。また、表示制御部３０は、画像出力装置２６の表示方法を階層表示か
ら立体表示に切り替える。なお、スポーツモードに切り替えられても、表示制御部３０は
、第２発光体４０および第４発光体４４は消灯した状態に維持する。
【００６１】
　スポーツモードでは、画像出力装置２６に回転数のタコメータ画像５４およびシフトポ
ジション５０が立体表示される。画像出力装置２６に表示された立体画像は、ハーフミラ
ー２８で反射される。そして、第１メータ３４および第２メータ３６の前側に虚像が立体
的に表示される。すなわち、図５に示すように、タコメータ画像５４およびシフトポジシ
ョン５０の虚像が前側から後側に向けて上方傾斜するように表示される。このように、ス
ポーツモードでは、躍動感のある立体的な虚像が表示されるので、ユーザーは、自動車の
走行をより楽しむことができる。
【００６２】
　なお、スポーツモードにおいても、第２発光体４０および第４発光体４４は消灯されて
いる。従って、タコメータ画像５４の虚像は、第１メータ３４および第２メータ３６に重
なる部分も明確に表示される。
【００６３】
　次に、ユーザーが表示モードをエコモードに切り替えたとする。表示制御部３０は、画
像出力装置２６の表示方法を階層表示に切り替えると共に、画像出力装置２６に表示させ
る画像を変更する。
【００６４】
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　エコモードでは、第１画層Ａに燃費情報５２が設定され、第２画層Ｂにエコマーク５６
が設定される。表示制御部３０は、現在の運転の燃費が良いと判断すると、第２発光体４
０および第４発光体４４を消灯させ、画像出力装置２６に燃費情報５２およびエコマーク
５６を表示させる。
【００６５】
　画像出力装置２６に表示された画像は、ハーフミラー２８で反射されて、その虚像が第
１メータ３４および第２メータ３６の前側に表示される。すなわち、図５に示すように、
燃費情報５２の虚像が第１メータ３４に重なるように表示されると共に、エコマーク５６
の虚像が第１メータ３４および第２メータ３６の間に表示される。これにより、ユーザー
は、現在の運転が燃費の良い省エネ運転であることを認識することができる。
【００６６】
　ここで、第２画層Ｂに設定されたエコマーク５６は、第１メータ３４や第２メータ３６
、燃費情報５２よりも前側に表示される。すなわち、ユーザーにとって重要度の高いエコ
マーク５６が飛び出すように表示されるから、ユーザーはエコマーク５６を瞬時に把握す
ることができる。
【００６７】
　次に、自動車の運転状態が変化して、燃費が悪くなったとする。その場合、表示制御部
３０は、画像出力装置２６にエコマーク５６を表示させないようにすると共に、第４発光
体４４を点灯させる。これにより、エコマーク５６の虚像が消滅する一方、第２メータ３
６の全体が明輝される。
【００６８】
　このように、燃費が悪くなると、表示制御部３０は、エコマーク５６の虚像を消滅させ
るから、現在の運転が省エネ運転でないことをユーザーに認識させることができる。その
結果、ユーザーは、現在の運転方法を改善して省エネ運転を心がけるように意識すること
ができる。しかも、エコマーク５６の消滅と同時に第４発光体４４が点灯するから、第２
メータ３６の全体が表示されることになる。従って、エコマーク５６が消滅した際に、第
２メータ３６においてエコマーク５６と重なる部分が暗く表示されてしまい、ユーザーが
違和感を覚えるのを防止することができる。
【００６９】
　次に、ユーザーが表示モードを注意喚起モードに切り替えた場合を説明する。なお、以
下の説明では、自動車の前方に他の自動車が走行していた場合を想定する。また、自動車
が走行する道路の制限速度は、８０ｋｍ／ｈであったとする。表示制御部３０は、画像出
力装置２６で表示させる画像を変更すると共に、第２発光体４０および第４発光体４４を
消灯する。
【００７０】
　注意喚起モードでは、表示制御部３０は、撮影画像５８を第１画層Ａに設定すると共に
、他の自動車を指示（ロック）する指示画像６０、ガイド情報４８および道路情報６２（
制限速度画像）を第２画層Ｂに設定する。これらの画像が画像出力装置２６で表示される
と、ハーフミラー２８で反射された虚像が第１メータ３４および第２メータ３６の前側に
表示される。
【００７１】
　その結果、撮影画像５８の虚像が、第１メータ３４および第２メータ３６の間に位置す
るよう表示される。また、指示画像６０、ガイド情報４８および道路情報６２の虚像が、
撮影画像５８の虚像の前側に重なるように表示される。
【００７２】
　このように、注意喚起モードでは、安全に関わる指示画像６０や制限速度画像６２が最
も前側に表示される。従って、ユーザーは、重要度の高い情報を直感的に認識することが
できる。また、監視カメラで撮影した実際の撮影画像５８が表示されるので、リアルな映
像に基づいた正確な情報をユーザーが認識することができる。なお、注意喚起モードにお
いても、第１メータ３４および第２メータ３６において、撮影画像５８等の虚像が重なる
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部分は暗く表示される。従って、ユーザーは、撮影画像５８等の虚像を明確に認識するこ
とができる。
【００７３】
　ここで、他の自動車との車間距離が所定値（例えば６０ｍ）よりも短くなったとする。
この場合、表示制御部３０は、指示画像６０を表示する画層を第２画層Ｂから第３画層Ｃ
に切り替える。その結果、指示画像６０の虚像が更に前側で表示され、ユーザーに車間距
離が縮まっていることを認識させることができる。このように、ユーザー側に近づくよう
に指示画像６０を表示させることで、ユーザーは、感覚的に車間距離が縮まっていること
を認識することができる。従って、ユーザーは、即座に危険を感じ取って、自動車の走行
速度を低下させる等の対応を迅速に採ることができる。
【００７４】
　次に、自動車の走行速度が８０ｋｍ／ｈを超過した場合を説明する。この場合、表示制
御部３０は、制限速度画像６２を表示させる画層を第２画層Ｂから第３画層Ｃに切り替え
る。これにより、制限速度画像６２の虚像が更に前側で表示される。その結果、ユーザー
は、走行速度が制限速度８０ｋｍ／ｈを超過していることを即座に認識することができる
。
【００７５】
　このように、注意喚起モードでは、車間距離が短くなった場合や制限速度を超過した場
合に、表示態様が視覚的に変化するので、ユーザーに対して注意喚起や警告を効果的に行
うことができる。
【００７６】
　なお、表示モードを切り替える順序としては、前述した内容に限定されず、自由に切り
替えることができる（図５の矢印参照）。例えば、スポーツモードから注意喚起モードに
切り替えたり、ノーマルモードからエコモードに切り替えたりするといったことも可能で
ある。
【００７７】
　なお、画像出力装置２６で画像を表示しない場合には、表示制御部３０は、第１～第４
発光体３８，４０，４２，４４を全て点灯させる。その結果、図３に示すように、第１メ
ータ３４および第２メータ３６の全体が明輝されて、ユーザーは、両メータ３４，３６の
全体を視認することができる。
【００７８】
　なお、本発明は、前述した実施形態に限定されず、以下の如く変更することが可能であ
る。
【００７９】
　（１）実施形態では、画像出力装置２６に画像を表示させる場合に、第２発光体４０お
よび第４発光体４４を消灯するようにした。しかしながら、第１メータ３４および第２メ
ータ３６において画像出力装置２６の虚像が重なる部分が相対的に暗くなれば、必ずしも
第２発光体４０および第４発光体４４を消灯する必要はない。例えば、第２発光体４０お
よび第４発光体４４の輝度が、第１発光体３８および第３発光体４２に比べて小さくなる
ように第２発光体４０および第４発光体４４の発光態様を制御してもよい。
【００８０】
　実施形態では、アナログ式の第１メータ３４および第２メータ３６を備えたコンビネー
ションメータ２４を採用した。しかしながら、本発明の表示手段としては、表示部を二次
元表示するものであれば、アナログ式に限定されず他の構成を採用し得る。例えば、表示
手段として、タコメータの画像（表示部）を表示させるＴＦＴメータを採用してもよい。
この場合、制御手段は、ＴＦＴメータにおいて虚像が重なる部分が相対的に暗くなるよう
制御することになる。
【００８１】
　（２）実施形態では、ユーザーが操作部２２を操作することで、表示モードを選択する
ようにした。しかしながら、各種の運転モードを選択可能とした自動車において、選択さ
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れた運転モードに連動させて表示モードが自動で切り替えられるようにすることも可能で
ある。例えば、省エネ運転を実施するエコ運転モードが選択された場合には、表示制御部
３０が表示モードをエコモードに自動で切り替えるようにしてもよい。また、エンジンの
加速性能を向上させるスポーツ運転モードが選択された場合には、表示制御部３０が表示
モードをスポーツモードに自動で切り替えるようにしてもよい。
【００８２】
　このように、運転モードに連動して表示モードを自動で切り替えるようにすれば、運転
モードに関連した画像を車両用表示装置で表示させることができる。また、ユーザーが表
示モードを切り替える手間を省くことができる。
【００８３】
　（３）実施形態の注意喚起モードは、ユーザーによって選択された場合に実行される構
成とした。しかしながら、注意喚起が必要な場合には、注意喚起モードが強制的に実行さ
れるようにしてもよい。
【００８４】
　例えば、ノーマルモードが選択されている場合において、前方を走行する他の自動車と
の車間距離が所定値よりも短くなったとする。この場合に、表示制御部３０が、表示モー
ドをノーマルモードから注意喚起モードに強制的に切り替える。そして、表示制御部３０
は、指示画像６０を第３画層Ｃに設定し、指示画像６０の虚像を最も前側に表示させる。
これにより、ノーマルモードが選択されている場合であっても、ユーザーは、前方の自動
車との車間距離が近いことを認識することができる。
【００８５】
　また、スポーツモードが選択されている場合において、自動車の走行速度が制限速度を
超過したとする。この場合においても、表示制御部３０が、表示モードをスポーツモード
から注意喚起モードに強制的に切り替えるようにしてもよい。更に、表示制御部３０は、
制限速度画像６２を第３画層Ｃに設定し、制限速度画像６２の虚像を最も前側に表示させ
る。その結果は、ユーザーは、スポーツモードが選択されていても、速度超過しているこ
とを認識することができる。
【００８６】
　（４）実施形態での注意喚起モードは、注意喚起を要する場合に、指示画像６０や制限
速度画像６２を第２画層Ｂから第３画層Ｃに切り替えるようにした。これに加えて、指示
画像６０や制限速度画像６２を点滅表示させたり、警告音等を発生させたりしてもよい。
これにより、より効果的にユーザーに注意喚起や警告をすることができる。
【００８７】
　なお、ブレーキ操作の検知信号が表示制御部３０に入力される構成とし、ブレーキ操作
の検知信号が表示制御部３０に入力されていない場合にのみ、車間距離についての注意喚
起をするようにしてもよい。すなわち、ブレーキ操作が実行されている場合には、車間距
離についての注意喚起を実行しないように設定することもできる。また、車間距離につい
ての注意喚起をしている最中にブレーキ操作の検知信号が表示制御部３０に入力された場
合には、指示画像６０の画層を第３画層Ｃから第２画層Ｂに戻すように制御してもよい。
【００８８】
　更に、速度超過を注意喚起している場合において、ブレーキ操作の検知信号が表示制御
部３０に入力されたり、走行速度が制限速度を下回ったりした場合には、制限速度画像６
２を表示する画層を第３画層Ｃから第２画層Ｂに戻すようにしてもよい。
【００８９】
　（５）実施形態のエコモードでは、燃費が良い場合にエコマーク５６を表示させ、燃費
が悪い場合にエコマーク５６が消滅する構成となっていた。しかしながら、例えば、燃費
が良い場合にはエコマーク５６を緑色で表示し、燃費が悪い場合にはエコマーク５６をオ
レンジ色で表示するようにしてもよい。この場合、省エネ運転が実行できているか否かに
ついて、ユーザーは、エコマーク５６の色で判断することができる。
【００９０】
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　（６）実施形態では、ユーザーが表示モードを選択できる構成としたが、これに加えて
、画像を表示させる画層をユーザーが任意で切り替え得るようにしてもよい。例えば、ノ
ーマルモードにおいて、地図情報４６を表示させる画層を第１画層Ａから第２画層Ｂに切
り替えたり、エコモードにおいて、燃費情報５２を第１画層Ａから第２画層Ｂに切り替え
たりできるようにしてもよい。また、各表示モードで表示させる画像の内容をユーザーが
任意に変更し得るようにしてもよい。
【００９１】
　更に、画像出力装置２６に立体表示または階層表示させるかについて、ユーザーが選択
できるようにしてもよい。例えば、スポーツモードにおいて、タコメータ画像５４および
シフトポジション５０を立体表示から階層表示（例えば第２画層Ｂに表示）に切り替え得
るようにしてもよい。更には、スポーツモードにおいて、シフトポジション５０のみを階
層表示（例えば第２画層Ｂに表示）させてもよい。
【００９２】
　（７）実施形態では、画像出力装置２６の虚像が第１メータ３４および第２メータ３６
の間に表示されるようにした。しかしながら、画像出力装置２６の虚像が表示される位置
は、コンビネーションメータ２４の前側であれば、何れの位置であってもよい。また、画
像出力装置２６の虚像が表示される範囲についても、適宜変更可能である。すなわち、本
発明に係る車両用表示装置による表示態様は、実施形態に限定されず適宜変更することが
できる。
【００９３】
　例えば、コンビネーションメータ２４の盤面と同じ大きさの虚像を表示させたり、第１
メータ３４に走行速度を表す数字の虚像を表示させたりしてもよい。更に、燃料残量が少
なくなった場合に、周囲の給油所までのルートや走行可能距離などの虚像を第２メータ３
６の燃料メータ付近に表示させるようにしてもよい。
【００９４】
　なお、実施形態では、３つの画層によって階層表示する場合を示したが、１または２の
画層で階層表示したり、４以上の画層で階層表示させたりしてもよい。また、実施形態で
は、画像出力装置２６を収納室１６の上面１６ａ側に設けたが、画像出力装置２６を収納
室１６の下面に設けてもよい。更に、ハーフミラー２８およびコンビネーションメータ２
４の向く方向は、直角でなくてもよい。
【００９５】
　実施形態では、表示制御部が車両用表示装置を全体的に制御する構成としたが、例えば
、画像出力装置２６の制御と第１～第４発光体３８，４０，４２，４４の制御とを別の制
御手段が行うようにしてもよい。更に、画像出力装置２６が表示する画像を制御する機能
を画像出力装置２６に内蔵させてもよい。
【００９６】
　なお、実施形態では、コンビネーションメータ３４を水平方向に向けて配置したが、例
えば、コンビネーションメータ３４が斜め下方または斜め上方を向いてもよい。また、車
両表示制御装置が配置される場所は、実施形態に限定されず、適宜変更することができる
。
【００９７】
　実施形態では、ハイブリッド自動車に車両用表示装置１０を適用したが、ガソリン車や
ＥＶ等、如何なる車両にも本発明の車両用表示装置を適用可能である。
【符号の説明】
【００９８】
　２４…コンビネーションメータ、２６…画像出力装置、２８…ハーフミラー、３０…表
示制御部、３４…第１メータ、３６…第２メータ、３８…第１発光体、４０…第２発光体
、４２…第３発光体、４４…第４発光体、Ａ…第１画層、Ｂ…第２画層、Ｃ…第３画層。



(14) JP 5904137 B2 2016.4.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(15) JP 5904137 B2 2016.4.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１２－３７２４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１９２４３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－７５０２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２１８２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｄ　７／００－　７／１２
              Ｂ６０Ｋ３５／００－３７／０６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

